
上記事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交付請求

をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様

に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいた
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

①　当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）が共有すべき考え

方やルールを表した「アルチザフィロソフィ」を制定し、当社グループに

おける企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法令、定款及び社内

規程の遵守の確保を目的としてこれを率先垂範するとともに、その遵守の

重要性につき繰り返し情報発信することによりその周知徹底を図る。

②　コンプライアンス規程を制定し、当社グループの取締役及び使用人の法

令及び定款に適合した職務執行の徹底を図るため、担当取締役を任命しそ

の取り組みを統括させる。また、当該取締役は、管理本部と連携し取締役

及び使用人に対する教育を行う。

③　当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議するため会

議体を置き、必要に応じて社外からの参加者を招聘する。

④　内部監査室長は、担当取締役及び管理本部等と連携のうえ当社グループ

のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び監査役会に報

告する。また、法令上疑義のある行為等について当社グループの取締役及

び使用人が相談・通報するための体制を整備する。

⑤　当社グループは反社会的勢力との関わりを一切持たず、また、不当な要

求等に対しては毅然とした態度で臨みこれを拒絶する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程に従い、当社グループにおける取締役の職務執行に係る情

報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、こ

れらの文書等をいつでも閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　リスク管理規程を制定し、当社グループとしてリスク管理に努めるとと

もに、統括責任者として担当取締役を任命し、管理本部と連携のうえ当社

グループにおけるリスクを統括的に管理する。

②　内部監査室長は、当社グループのリスク管理の状況を監査し、その結果

を定期的にリスク管理担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会におい

て審議等を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会は、原則月１回定例で開催するほか、必要に応じて適宜開催

し、当社グループにおける重要事項の決定及び取締役の職務執行状況の監

督等を行う。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるた

め、経営会議を原則月２回開催し、当社グループの業務執行に関する事項

に係る意思決定を機動的に行う。

②　当社グループにおける業績管理に関しては、年度毎に事業計画を策定

し、その達成に向けて、月次で予実管理を行うほか、主要な経営情報につ

いては、週次で進捗管理を行う。
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(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①　当社グループにおける業務の適正を確保するため、取締役等の子会社へ

の派遣、規程等に基づいた業務遂行のための子会社との日常的な情報の共

有、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関

する指導及び支援を行い、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理す

る。

②　内部監査室は、子会社の担当取締役、管理本部と連携して、当社グルー

プ全体の監査を行う。

(6) 財務の適正性を確保するための体制

①　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法そ

の他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

②　当社の各部門及び当社の子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分

離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保

に努める。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関

する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　必要に応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、

その人事については、監査役会と事前協議するものとする。

②　当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を

優先して従事するものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告した者が

当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確

保するための体制

①　当社グループの取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれ

のある事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制等に関

する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為について、監査役会に報告

することとする。

②　内部監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査役会に報告す

る。

③　通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況

を定期的に監査役会に報告する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

に関する事項

　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の

請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場

合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換するこ

ととする。

②　内部監査室と監査役会は、適宜情報交換を行うとともに、連携して監査

を行う。

③　当社グループの取締役及び使用人は、監査役またはその補助使用人から

業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出を求められたとき

は、速やかに対応する。

④　監査役は、当社グループの重要な会議体に出席する。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備し、その基本方針に基

づき以下の取り組みを行う。

①　年に２回開催している内部統制委員会において、内部統制システムの運

用状況について開示すべき重要な不備がないかモニタリングを行う。ま

た、本委員会において、各事業年度の内部統制システムの運用の最終評価

を行う。

②　経営者自らが中心となり、当社グループが共有すべき考え方等を表した

「アルチザフィロソフィ」に基づく企業倫理の確立、コンプライアンスの

徹底等の教育を行う。

③　原則月２回開催される、経営幹部が出席する経営会議において、経営課

題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議

を行うとともに、情報の共有化を図る。

④　国内外の子会社については、担当取締役を現地に派遣し定期的な監査を

実施するとともに、提出された報告資料や毎月開催される電話会議等によ

り、業務の遂行状況のモニタリングを行う。
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(2023年８月１日から
2024年７月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,359,350 3,128,149 3,156,807 △237,157 7,407,149

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △273,927 △273,927

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△143,286 △143,286

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － △417,214 － △417,214

当連結会計年度末残高 1,359,350 3,128,149 2,739,592 △237,157 6,989,934

その他の包括利益累計額

純 資 産 合 計
その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △9,633 12,288 2,655 7,409,804

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △273,927

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△143,286

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

10,085 △12,872 △2,786 △2,786

連結会計年度中の変動額合計 10,085 △12,872 △2,786 △420,000

当連結会計年度末残高 452 △583 △131 6,989,803

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

・商品及び製品 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

・仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社数 ２社

連結子会社の名称 株式会社シー・ツー・エム

ARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTD

連結の範囲の変更

　上記のうち、ARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDは、当連結会計年度

において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、ARTIZA VIETNAM 

SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDについてはベトナム国ダナン市にて主にソフトウエア

の開発を行うべく設立しておりましたが、昨今の不安定な世界情勢や現地人件費の高

騰など、設立当初と比較してメリットを見出せなくなってきたことから閉鎖の意思決

定を行い、清算手続き中であります。

　また、前連結会計年度において連結子会社でありました阿基捷（上海）軟件開発有

限公司は当連結会計年度において清算結了したため、連結の範囲から除いておりま

す。

② 非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である株式会社シー・ツー・エムの決算日は３月31日であり、ARTIZA VIETNAM 

SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDは12月31日であります。連結計算書類の作成にあたって

は、６月30日の決算を基礎として連結決算を行っております。

　ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

ロ.棚卸資産の評価基準及び評価方法
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・原材料 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

・貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

・有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物 ８年～38年

　車両運搬具 ５年～６年

　工具、器具及び備品４年～６年

・リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

・無形固定資産

ソフトウエア 自社利用のソフトウエア

社内における見込利用可能期間（５年）による定額法を採用

しております。

イ.賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

ロ.役員退職慰労引当金 一部の連結子会社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準

④ 退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しており

ます。

　なお、年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る資産として投資

その他の資産に計上しております。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社は、物販事業とサービス事業で構成されており、製品販売及び開発

請負、受託業務サービス、派遣サービス、保守サービス、ライセンスの供与を行っており

ます。

　顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　なお、上記のいずれも重要な金融要素はなく、ライセンスの供与に伴うロイヤリティ以

外に取引価格に変動対価は含まれていないため、重要な変動対価の該当はありません。

イ.物販事業

　移動体通信分野及び固定通信分野において通信計測機や保守管理機器等の製品販売、ラ

イセンスの供与を行っております。

（製品販売）

　顧客が検収を完了した時点で顧客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得する

ことから、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

　また、検収行為が省略される一部の契約及び注文においては、国内販売であること及

び出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることか

ら、出荷基準等の取扱い（収益認識に関する会計基準の適用指針第98項及び第171項）を

適用し、製品を出荷した時点で、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており

ます。

（ライセンスの供与）

　顧客へ設計データの使用を許諾する契約を締結することにより、ライセンス供与に伴

うロイヤリティを得ております。知的財産のライセンスのみに関連しているため、顧客

が知的財産のライセンスを使用する時に収益を認識しております。

　なお、顧客から報告された出荷台数に契約で定められた１台当たりのロイヤリティ金

額を乗じて収益を算定しております。

ロ.サービス事業

　移動体通信分野及び固定通信分野において通信計測機や保守管理機器等の開発請負、受

託業務サービス、派遣サービス、保守サービスを行っております。

（開発請負）

　顧客が検収を完了した時点で顧客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得する

ことから、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（受託業務サービス、保守サービス、派遣サービス）

　移動体通信分野における受託業務サービスについて、顧客が検収を完了した時点で顧

客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得することから、当該時点で履行義務が

充足されると判断し、収益を認識しております。

　固定通信分野における受託業務サービス、保守サービス、派遣サービスについては、

日常的または反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間

の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり充足される履行義

務として収益を認識しております。

　なお、一部の特定の派遣サービスについては、稼働した人月数に応じて取引価格を按

分し、収益を認識しております。
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繰延税金資産 246,727千円

⑥ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑦ 消費税等の会計処理

　控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「支払手数料」（当連結会計年度

は、944千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当社が計上した繰延税金資産

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループでは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第26号）に従って過去の税務上の欠損金の発生状況及び中期経営計画に基づく課税所得

の見積りにより企業分類を判定し、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行い、回収

可能と見込まれる金額について繰延税金資産を計上しております。

　当社グループの将来の中期経営計画の策定に際しては、主な顧客が通信事業者及び通信機

器メーカーの研究開発部門、製造部門等に集中しているため、将来の売上高は当該顧客の研

究開発に関する投資方針や進捗に大きく影響を受けます。また、顧客及び当社グループによ

る研究開発は国際的な通信規格の標準化に関する規格の検討・作成の状況に左右されます。

さらに、これらの検討の動向に関連して、当社グループには予測しえない技術仕様の変更が

行われた場合、当社グループは中期経営計画では予定していなかった研究開発投資を行うこ

とがあります。

　繰延税金資産の見積りの基礎となる将来の中期経営計画は、上記の顧客の経営動向等を考

慮し将来の受注見込みに基づき売上高を見積り、通信規格の開発状況を考慮して発生が見込

まれる原価及び費用を見積もっております。

　また、繰延税金資産の全部または一部を、将来回収できないと判断した場合、当該判断を

行った会計年度に繰延税金資産の調整額を税金費用として計上する必要があります。同様

に、計上額の純額を上回る繰延税金資産が回収可能であると判断した場合は、当該判断を行

った会計年度の税金費用を減少させることがあります。したがって経営環境の変化等により

当初見込んでいた課税所得と実績が異なった場合、翌連結会計年度の繰延税金資産の計上額

に重要な影響を与える可能性があります。
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建物 320,313千円

土地 32,557千円

計 352,871千円

１年内返済予定の長期借入金 104,784千円

長期借入金 56,418千円

計 161,202千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,497,872千円

当座貸越極度額の総額 1,300,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 300,000千円

４. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　① 担保に供している資産

　② 担保に係る債務

当該累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(3) 当座貸越契約

　当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行４行と当座貸越

契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

(4) 顧客との契約から生じた債権及び契約資産と、契約負債の金額は、「８.収益認識に関す

る注記(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
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場所 用途 種類 減損損失

ARTIZA VIETNAM 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

CO., LTD

(ベトナム ダナン市)

事業用資産

(物販事業)
その他(投資その他の資産) 2,743千円

計 2,743千円

５.連結損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載して

おりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「８.収益認識に関する注記(1)　顧客

との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

(2) 関係会社清算益

　連結子会社であった阿基捷（上海）軟件開発有限公司の清算結了に伴い発生したものであ

ります。

(3) 減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

　ARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDは、会社を単位にグルーピングを行って

おります。当連結会計年度において閉鎖の意思決定を行ったため、回収可能価額を０円と

し、帳簿価額全額を減損損失として2,743千円の特別損失を計上しております。回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込めないため零としており

ます。

(4) 関係会社清算損

　2024年３月22日開催の当社取締役会にて連結子会社であるARTIZA VIETNAM SOFTWARE 

DEVELOPMENT CO., LTDの閉鎖の意思決定をしたことに伴う損失であります。
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株式の種類
当連結会計年度

期首株式数(株）

増加株式数

（株）

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株 式 数 （ 株 ）

普 通 株 式 9,562,000 － － 9,562,000

株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）

増加株式数

（株）

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株 式 数 （ 株 ）

普 通 株 式 431,070 － － 431,070

決 議
株 式 の
種 類

配当金
の総額
(千円)

１ 株
当 た り
配当額(円)

基 準 日
効 力
発 生 日

2 0 2 3 年
1 0 月 2 7 日
定時株主総会

普 通
株 式

273,927 30.00 2023年７月31日 2023年10月30日

決 議
予 定

株式
の

種類

配当金
の総額
(千円)

配 当 の
原 資

１ 株
当 た り
配 当 額
( 円 )

基 準 日
効 力
発 生 日

2 0 2 4 年
1 0 月 2 5 日
定時株主総会

普
通
株
式

182,618
利 益
剰余金

20.00 2024年７月31日 2024年10月28日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

2024年10月25日開催の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。
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連結貸借対照表

計上額
時 価 差 額

(1) 社債（1年内償還予定の社債

を含む）
225,000千円 225,000千円 －千円

(2) 長期借入金（1年内返済予定

の長期借入金を含む）
274,102 274,102 －

負債計 499,102 499,102 －

７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループの資金運用については安全性と流動性を重視し、相対的に高格付けの株式

や投資適格債券を中心に運用することを原則としております。また、資金調達については

銀行借入のほか、社債を利用して調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は得意先の信用リスクに晒されております。得意先ごとの期日管

理及び残高管理とともに、財政状態の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク低減を図

っております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。定期的に時価や発行体の

財務状況等を把握し、社内規程に則り適正に評価、管理しております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であり、決済時におい

て流動性リスクに晒されておりますが、月末毎に支払期日を確かめることなどによりリス

クを管理しております。

　社債及び借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長

期借入金は、主に設備投資及び研究開発に係る資金調達であります。変動金利の社債及び

借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、流動性リスクに晒されておりま

すが、適切に資金繰計画を作成することなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2024年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収還付法人税等、

買掛金、短期借入金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。

（注）１．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、「時価の算定に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）第

24-16項に定める取扱いに基づき、時価開示の対象とはしておりません。なお、当

該出資の連結貸借対照表計上額は190,431千円であります。
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１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

売掛金 783,382 － － －

合計 783,382 － － －

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

短期借入金 1,000,000 － － －

社債 60,000 165,000 － －

長期借入金 144,984 129,118 － －

合計 1,204,984 294,118 － －

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定対象となる資産または負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（単位：千円）

区分
時価

合計
レベル１ レベル２ レベル３

社債（1年内償還予定の社債

を含む）
－ 225,000 － 225,000

長期借入金（1年内返済予定

の長期借入金を含む）
－ 274,102 － 274,102

負債計 － 499,102 － 499,102

（注）２.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）３.短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
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（単位：千円）

物販 サービス 合計

一時点で移転される財または

サービス
1,675,120 359,795 2,034,916

一定の期間にわたり移転され

る財またはサービス
－ 681,385 681,385

顧客との契約から生じる収益 1,675,120 1,041,181 2,716,301

その他の収益 － 103,330 103,330

外部顧客への売上高 1,675,120 1,144,511 2,819,632

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

社債（1年内償還予定の社債を含む）

　社債の時価については、元利金の合計額を、同様の新規社債発行を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。なお、社債のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時

価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。なお、長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することか

ら、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

８.収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月

30日）等に基づく収入等です。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　当社及び連結子会社が提供する財またはサービスについて、合意された仕様に従っている

という保証に加えて、顧客にサービスを提供する保証（保守サービス）も行っており、保証

期間を通じて一定期間にわたり収益を認識しております。

　その他の履行義務及びその充足時点に関する情報は、「１．連結計算書類の作成のための

基本となる重要な事項に関する注記　(4) 会計方針に関する事項　⑤ 重要な収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。また、取引の対価は履行義務を充足してから１年

以内に受領しているため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
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（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 665,129

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 783,382

契約資産（期首残高） 19,147

契約資産（期末残高） 12,891

契約負債（期首残高） 107,896

契約負債（期末残高） 81,700

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 6,043

１年超２年以内 8,894

２年超３年以内 8,894

３年超 12,530

合計 36,361

(1) １株当たり純資産額 765円 51銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △15円 69銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は売掛金、契約負債は流動負債

及び固定負債のその他に含まれて表示しております。

　契約資産は、派遣サービスにおいて、一定の期間にわたり充足される履行義務として収

益を認識した内、顧客との契約から生じた債権を除いたものであります。対価に対する当

社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

　契約負債は保守サービスにおいて、顧客から受領した対価のうち既に収益として認識し

た額を上回る部分であります。保守サービスの提供に伴い一定期間にわたって履行義務は

充足され、契約負債は収益へと振替えられます。当連結会計年度に認識した収益の額のう

ち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、87,969千円であります。

　また、過去の期間に充足した又は部分的に充足した履行義務から、当連結会計年度に認

識した収益の額は86,403千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便

法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失（△）であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

10. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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(2023年８月１日から
2024年７月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他
資本剰余金 資 本 剰 余 金

合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計自 己 株 式

処 分 差 益
圧 縮
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当事業年度期首残
高

1,359,350 1,497,450 1,630,699 3,128,149 11,651 3,146,284 3,157,936

事業年度中の変動
額

剰余金の配当 △273,927 △273,927

当 期 純 損 失 △163,779 △163,779

株主資本以外の
項目の事業年度
中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ － － － － △437,707 △437,707

当事業年度末残高 1,359,350 1,497,450 1,630,699 3,128,149 11,651 2,708,577 2,720,228

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当事業年度期首残
高

△237,157 7,408,277 △10,028 △10,028 7,398,249

事業年度中の変動
額

剰余金の配当 △273,927 △273,927

当 期 純 損 失 △163,779 △163,779

株主資本以外の
項目の事業年度
中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

10,480 10,480 10,480

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ △437,707 10,480 10,480 △427,226

当事業年度末残高 △237,157 6,970,570 452 452 6,971,022

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない

株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない
株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

商品及び製品 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。

原材料 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　８年～38年

　構築物　　　　　　　　　　10年

　車両運搬具　　　　　５年～６年

　工具、器具及び備品　４年～６年

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

無形固定資産

　ソフトウエア 自社利用のソフトウエア

社内における見込利用可能期間（５年）による定額法を採用して

おります。

長期前払費用 一定期間内において均等償却しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

　① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

　② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

　当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　なお、年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の

資産に計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　当社は、物販事業と、サービス事業で構成されており、製品販売及び開発請負、受託業務

サービス、派遣サービス、保守サービス、ライセンスの供与を行っております。

　顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通

常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　なお、上記のいずれも重要な金融要素はなく、ライセンスの供与に伴うロイヤリティ以外

に取引価格に変動対価は含まれていないため、重要な変動対価の該当はありません。

イ.物販事業

　移動体通信分野及び固定通信分野において通信計測機や保守管理機器等の製品販売、ラ

イセンスの供与を行っております。

（製品販売）

　顧客が検収を完了した時点で顧客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得する

ことから、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

　また、検収行為が省略される一部の契約及び注文においては、国内販売であること

と、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることか

ら、出荷基準等の取扱い（適用指針第98項及び第171項）を適用し、製品を出荷した時点

で、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（ライセンスの供与）

　顧客へ設計データの使用を許諾する契約を締結することにより、ライセンス供与に伴

うロイヤリティを得ております。知的財産のライセンスのみに関連しているため、顧客

が知的財産のライセンスを使用する時に収益を認識しております。

　なお、顧客から報告された出荷台数に契約で定められた１台当たりのロイヤリティ金

額を乗じて収益を算定しております。

ロ.サービス事業

　移動体通信分野及び固定通信分野において通信計測機や保守管理機器等の開発請負、受

託業務サービス、派遣サービス、保守サービスを行っております。

（開発請負）

　顧客が検収を完了した時点で顧客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得する

ことから、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（受託業務サービス、保守サービス、派遣サービス）

　移動体通信分野における受託業務サービスについて、顧客が検収を完了した時点で顧

客が当該製品またはサービスに対する支配を獲得することから、当該時点で履行義務が

充足されると判断し、収益を認識しております。

　固定通信分野において受託業務サービス、保守サービス、派遣サービスについて、日

常的または反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の

経過に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり充足される履行義務

として収益を認識しております。
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繰延税金資産 246,727千円

建物 320,313千円

土地 32,557千円

計 352,871千円

１年内返済予定の長期借入金 104,784千円

長期借入金 56,418千円

計 161,202千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,495,945千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

   　 短期金銭債務 5,876千円

　なお、一部の特定の派遣サービスについては、稼働した人月数に応じて取引価格を按

分し、収益を認識しております。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(7) 消費税等の会計処理

　控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「支払手数料」（当事業年度は、838千

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外費用の「その他」に含

めて表示しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しておりますの

で、注記を省略しております。

４. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

　当該累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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当座貸越極度額の総額 1,300,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 300,000千円

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高 35,884千円

営業取引以外の取引による取引高 4,581千円

株式の種類
当事業年度期首

株式数（株）

増加株式数

（株）

減少株式数

（株）

当事業年度末

株式数（株）

普 通 株 式 431,070 － － 431,070

(4) 当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

５. 損益計算書に関する注記

(2) 関係会社出資金評価損

　関係会社出資金評価損は当社の連結子会社であるARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT 

CO., LTDに係るものであります。

(3) 関係会社清算損

　当社の連結子会社であるARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDの閉鎖の意思決

定に伴い、ARTIZA VIETNAM SOFTWARE DEVELOPMENT CO., LTDに対する債権を放棄した事に伴

う損失として186千円を計上しております。

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項
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繰延税金資産

ソフトウエア開発費 412,286 千円

棚卸資産評価損 99,425 千円

固定資産減損損失 9,092 千円

関係会社株式及び出資金評価損 26,590 千円

未払事業税 2,742 千円

賞与引当金 25,661 千円

未払社会保険料 4,082 千円

資産除去債務 7,191 千円

税務上の繰越欠損金 45,353 千円

その他 144 千円

繰延税金資産小計 632,571 千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △45,353 千円

評価性引当額 △324,543 千円

繰延税金資産合計 262,674 千円

繰延税金負債

前払年金費用 9,305 千円

資産除去債務に対応する除去費用 1,299 千円

その他有価証券評価差額金 199 千円

土地圧縮積立金 5,142 千円

繰延税金負債合計 15,946 千円

繰延税金資産の純額 246,727 千円

(1) １株当たり純資産額 763円 45銭

(2) １株当たり当期純損失（△） △17円 94銭

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

９. 収益認識に関する注記

　「連結注記表　８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を
省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失（△）であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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